
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
表

○
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
同
上
）

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
同
上
）

二
十
三

国
外

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
を
い
う
。

（
新
設
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
同
上
）

（
保
護
を
受
け
る
著
作
物
）

（
保
護
を
受
け
る
著
作
物
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
同
上
）

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

最
初
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
著
作
物
（
最
初
に
国
外
に
お
い
て
発

二

最
初
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
著
作
物
（
最
初
に
こ
の
法
律
の
施
行

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
発
行
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ

地
外
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
発
行
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
国
内

れ
た
も
の
を
含
む
。
）

に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

三

（
略
）

三

（
同
上
）

（
譲
渡
権
）

（
譲
渡
権
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

国
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る
こ

四

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る

と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
有
す
る
者
若
し

権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利

く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の
原
作
品
又
は
複
製

を
有
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の

物

原
作
品
又
は
複
製
物

（
譲
渡
権
）

（
譲
渡
権
）

第
九
十
五
条
の
二

（
略
）

第
九
十
五
条
の
二

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

（
略
）

３

（
同
上
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

国
外
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る

三

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す

こ
と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
有
す
る
者
若

る
権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権

し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
実
演
の
録
音
物
又
は
録
画

利
を
有
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
実
演
の

物

録
音
物
又
は
録
画
物

（
譲
渡
権
）

（
譲
渡
権
）

第
九
十
七
条
の
二

（
略
）

第
九
十
七
条
の
二

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

国
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る
こ

三

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る

と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
有
す
る
者
若
し

権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利

く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

を
有
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド



の
複
製
物

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
百
十
三
条

（
略
）

第
百
十
三
条

（
同
上
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
同
上
）

５

国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
こ

（
新
設
）

の
項
に
お
い
て
「
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
自
ら
発

行
し
、
又
は
他
の
者
に
発
行
さ
せ
て
い
る
著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
が
、

当
該
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
同
一
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
で
あ
つ
て

、
専
ら
国
外
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
国
外
に
お
い
て

自
ら
発
行
し
、
又
は
他
の
者
に
発
行
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
情
を
知
つ

て
、
当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的

を
も
つ
て
輸
入
す
る
行
為
又
は
当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内

に
お
い
て
頒
布
し
、
若
し
く
は
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的
を
も
つ
て
所
持

す
る
行
為
は
、
当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
国
内
で
頒
布
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
当
該
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
発
行
に
よ
り
当
該
著
作

権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ら
の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す

る
行
為
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
国
内
に
お
い
て
最
初
に
発
行
さ
れ
た
日
か
ら
起

算
し
て
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た

国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
同
一
の
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド

を
輸
入
す
る
行
為
又
は
当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内
に
お
い



て
頒
布
し
、
若
し
く
は
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的
を
も
つ
て
所
持
す
る
行

為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

（
略
）

５

（
同
上
）

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又

し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権

一

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権

を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十
条
第
一
項
（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十
条
第
一
項
（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若

る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若

し
く
は
実
演
等
の
複
製
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

し
く
は
実
演
等
の
複
製
を
行
つ
た
者
又
は
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条

り
著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
第
百
二

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
第
百

十
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行

二
十
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る

為
を
行
つ
た
者
又
は
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は

行
為
を
行
つ
た
者
を
除
く
。
）

著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を
除
く
。

）
二

（
略
）

二

（
同
上
）

第
百
二
十
条

第
六
十
条
又
は
第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
百

第
百
二
十
条

第
六
十
条
又
は
第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲

第
百
二
十
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
又
は

（
新
設
）

著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

第
百
二
十
一
条

著
作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は
周
知
の
変
名
を
著
作
者
名
と
し

第
百
二
十
一
条

著
作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は
周
知
の
変
名
を
著
作
者
名
と
し

て
表
示
し
た
著
作
物
の
複
製
物
（
原
著
作
物
の
著
作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は

て
表
示
し
た
著
作
物
の
複
製
物
（
原
著
作
物
の
著
作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は

周
知
の
変
名
を
原
著
作
物
の
著
作
者
名
と
し
て
表
示
し
た
二
次
的
著
作
物
の
複

周
知
の
変
名
を
原
著
作
物
の
著
作
者
名
と
し
て
表
示
し
た
二
次
的
著
作
物
の
複

製
物
を
含
む
。
）
を
頒
布
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以

製
物
を
含
む
。
）
を
頒
布
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
一
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
当
該
商
業
用
レ

第
百
二
十
一
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
当
該
商
業
用
レ

コ
ー
ド
の
複
製
物
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
複
製
に
係
る
複
製
物
を
含
む
。

コ
ー
ド
の
複
製
物
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
複
製
に
係
る
複
製
物
を
含
む
。

）
を
含
む
。
）
を
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
し
て
複
製
し
、
そ
の
複
製
物
を
頒
布
し

）
を
含
む
。
）
を
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
し
て
複
製
し
、
そ
の
複
製
物
を
頒
布
し

、
又
は
そ
の
複
製
物
を
頒
布
の
目
的
を
も
つ
て
所
持
し
た
者
（
当
該
各
号
の
原

、
又
は
そ
の
複
製
物
を
頒
布
の
目
的
を
も
つ
て
所
持
し
た
者
（
当
該
各
号
の
原

盤
に
音
を
最
初
に
固
定
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を

盤
に
音
を
最
初
に
固
定
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を

経
過
し
た
後
に
お
い
て
当
該
複
製
、
頒
布
又
は
所
持
を
行
つ
た
者
を
除
く
。
）

経
過
し
た
後
に
お
い
て
当
該
複
製
、
頒
布
又
は
所
持
を
行
つ
た
者
を
除
く
。
）

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

併
科
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

国
外
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
製
作
を
業
と
す
る
者
が
、
実
演
家
等

二

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
製
作
を
業
と
す
る

保
護
条
約
の
締
約
国
の
国
民
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
又
は
レ
コ

者
が
、
実
演
家
等
保
護
条
約
の
締
約
国
の
国
民
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国

ー
ド
保
護
条
約
の
締
約
国
の
国
民
（
当
該
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立

の
国
民
又
は
レ
コ
ー
ド
保
護
条
約
の
締
約
国
の
国
民
（
当
該
締
約
国
の
法
令

さ
れ
た
法
人
及
び
当
該
締
約
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。

に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
当
該
締
約
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す



）
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
か
ら
そ
の
レ
コ
ー
ド
（
第
八
条
各
号
の
い
ず
れ

る
法
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
か
ら
そ
の
レ
コ
ー
ド
（
第
八

か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
原
盤
の
提
供
を
受
け
て
製
作
し
た
商
業

条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
原
盤
の
提
供
を
受
け

用
レ
コ
ー
ド

て
製
作
し
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド

第
百
二
十
二
条

第
四
十
八
条
又
は
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は

第
百
二
十
二
条

第
四
十
八
条
又
は
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は

、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
三
条

第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に

第
百
二
十
三
条

第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
百
二
十
一
条

第
百
二
十
一
条
の
二
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

の
二
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

き
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
二
十
四
条

（
略
）

第
百
二
十
四
条

（
同
上
）

一

第
百
十
九
条
第
一
号
（
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
に
係
る
部
分

一

第
百
十
九
条
第
一
号
（
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）

一
億
五
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

を
除
く
。
）

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

（
略
）

二

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

附

則

附

則

（
書
籍
等
の
貸
与
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

（
削
除
）

第
四
条
の
二

新
法
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
書
籍
又
は
雑
誌
（
主
と
し
て

楽
譜
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
貸
与
に
よ
る
場
合
に
は
、



当
分
の
間
、
適
用
し
な
い
。



○
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
九
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
同
上
）

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
百
二
十
一
条
の
二
」
を
「
、
第
百
二

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
第
百
二
十
一
条
の
二
」
を
「
、
第
百
二
十

十
一
条
の
二
並
び
に
前
条
」
に
改
め
る
。

一
条
の
二
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
同
上
）


